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県の回答協会からの質問・要望項　目

＜県土整備部技術管理課＞

　労働安全衛生規則第５３８条に、「事業者は、作業のため物体が飛来する

ことにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設

備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための

措置を講じなければならない。」とされています。

　労働安全衛生規則の趣旨を踏まえ、現場の条件に応じて適切に判断

していただき、作業に従事する方の安全確保に努めていただくようお

願いいたします。

①夏期の除草作業時などは、熱中症対策の観点から、例えば、麦

わら帽子などの風通しが良いものがふさわしいと思われるので、

安全性が確保された上で、ヘルメット着用の義務を緩和して欲

しい。

Ⅱ 熱中症対策に関
すること

＜県土整備部技術管理課＞

　夏季の過酷な作業環境下では、熱中症等のリスクがあるため、作業時

間が十分に確保できず、作業効率が低下するものと認識しております。

　国では、過年度実施した施工の実態調査をもとに、夏季の過酷な作業

環境下における作業効率の低下状況の確認を行い、歩掛補正の必要性

も含め検討を実施しています。

　今後も国の動向を注視し、歩掛補正等の改定が行われた際は速やか

に対応してまいります。

②夏期の作業全般について、熱中症対策として休憩する回数や

時間が通常より増加するので、積算の賃金を上乗せして欲しい。

＜県土整備部技術管理課＞

　本県では国土交通省の積算基準を準用しており、高木剪定は市場単

価にて積算することとしています。幹回りが120ｃｍ以上の場合や、繁

茂状況を踏まえて定期的な剪定を行っていない場合については、見積

もり徴収や特別調査を行うこととなっていることから、改めて周知し

てまいります。

　また、発生材の量については、実績に応じて変更契約で対応しており

ます。

①高木剪定においては、樹木の種類や幹回りにより作業量や発

生材の量などが大きく異なっていますが、今の積算項目では規

格区分が少ないため、実態との乖離が大きくなっています。つ

きましては、積算項目の細目化及び見積もり徴取による積算を

お願いします。

Ⅲ 高木剪定での積
算に関すること

＜環境生活部自然保護課＞

　県では、公害又は災害の防止、その他良好な生活環境を維持すること

を目的として、工場用地及びその他の用地（物流倉庫等）では１ヘクタ

ール以上、住宅用地では１０ヘクタール以上の敷地面積を有する事業所

を対象として「千葉県自然環境保全条例」に基づく「緑化協定」を締結

することで緑化及び緑地保全の推進を図っているところです。

　なお、事業を行う者が国または地方公共団体の場合には、原則として

協定を締結しないものとしています。

　また、都市部の市では条例や要綱によってより小さな面積（例：千葉

市では５００平方メートル以上）から幅広く事業所を対象にしている場合

や、緑地率を県の基準よりも高く定めている場合などもあります。

　以上のように、地域の状況に応じて県・市町村のそれぞれで緑化制度

を設けているところであり、引き続き市町村とも連携しながら緑化の

推進に努めてまいります。

①千葉県も東京都と同様に、現状の緑を減らさない取り組みを

お願いします。具体的には、開発の規制面積が１，０００㎡（自治体

の持つ敷地は２５０㎡）以上の敷地の開発や建築に緑化の指導をお

願いします。

Ⅳ 緑の保全とグリ
ーンインフラに
関すること

＜県土整備部県土整備政策課　公園緑地課＞

　県土整備部では、従来の社会資本整備や土地利用等の取組において、

グリーンインフラと称してはいないものの、自然環境が持つ防災・減災、

地域振興、環境といった各種機能を活用した取組を実施しています。

　今後も、豊かな自然環境が守られ活用されている千葉を目指し、グリ

ーンインフラの考えを取り入れつつ、それぞれの分野における施策を

進めてまいります。

②千葉県内において、グリーンインフラの実施予定及び計画は

ありますか。また、建築や道路等の公園緑地課以外への情報の

共有はなされていますか。

17

県の回答協会からの質問・要望項　目

＜農林水産部森林課＞
　九十九里地区の保安林整備の進捗状況ですが、津波対策としての砂
丘の整備は平成２７年度までに約１３キロメートルを完了しています。森
林整備については、ボランティア等によるものも含め、平成２４年度から
令和３年度までに約１４６ヘクタール実施し、進捗率は全体計画に対し約
５９パーセント となっています。
　平砂浦地区の進捗状況ですが、森林整備については、ボランティア等
によるものも含め、平成２４年度から令和３年度までに約３０ヘクタール
実施し、進捗率は約５０パーセントとなっています。
　今年度は、両地区とも植栽を予定しております。

①　九十九里地区及び平砂浦地区の保安林整備の進捗状況はど
のようになっていますか。
　また、今年度はどのような整備を行う予定ですか。

Ⅰ 海岸防災林の進
捗状況等に関す
ること

＜農林水産部森林課＞
　現在は、植物の生育環境として厳しい海岸の前線部（砂丘裏法面端か
ら１００ｍ未満程度の範囲）や、景観として松林が求められる箇所につい
ては、クロマツの植栽を進めていますが、前線部より内陸側については、
マツクイムシの被害や生物多様性を考慮して、広葉樹を導入すること
としています。 
　このため、森林研究所と協力し、「海岸防災林の広葉樹化方針（素案）」
を作成し内容について検討を行っているところです。
　今後の見通しですが、九十九里地区だけでも、海岸最前線部（砂丘裏
法面端から５０ｍの範囲）の植栽必要エリアが約５０ヘクタール、その後ろ
の５０～１００ｍの範囲においても約４０ヘクタールが存在しているため、今
後５年以上の期間は、前線部のクロマツの植栽を優先して進めて行く
こととなります。その期間中に、その後に控えている広葉樹の植栽に
備え、植栽方法を確立していきたいと考えております。
　部会等の開催については未定ですが、研究成果についてはある程度
まとまった段階で、情報提供していきたいと考えており、皆様からのご
意見等についても随時伺わせていただければと考えております。

②　広葉樹導入の検討状況について教えてください。
　また、海岸前線部より内陸側についてはいつどのように進め
ていくお考えですか。
　今後の見通しなどの共通認識を持つ場として海岸県有保安林
再生部会等の開催をお願いします。

＜農林水産部森林課＞
　令和４年度の抵抗性クロマツコンテナ苗の供給量は３～４万本を予
定しています。 令和３年度の活着率は以下のとおりです。（植栽後９０
日経過の活着率）

③　北部林業事務所防災林造成工事では、抵抗性クロマツのコ
ンテナ苗が使用されていますが、今年度の抵抗性クロマツコン
テナ苗の供給量はどの位を予定していますか。
　また、令和３年度の活着率はどの位ですか。

【当協会の質問・要望と県の回答】（農林水産部）
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協会活動

関東甲信造園建設業協会協議会
　関東甲信造園建設業協会協議会は、造園業界の課題
や造園建設業協会のあり方などを協議するため、毎年
関東甲信地域 9 都県の協会の持ち回りにより開催され
ています。
　令和 5 年度は10月 6 日（金）、（一社）東京都造園緑
化業協会主催により開催され 1 都 8 県64名が出席しま
した。当協会からは、伊藤高広会長、浮ケ谷容徳副会
長、榊原正和副会長、森田春雄専務理事の 4 人が出席
しました。
　今回の協議会は、1923年 9 月 1 日関東大震災から
100年の節目を迎えたことから、震災等の災害につい
てのテーマを中心として 3 部構成となっており、視察、
協議会、懇親会へと順々に進んでいきました。
　第 1 部の視察は、初めに東京都江東区有明の東京臨
海広域防災公園本部棟の防災体験ゾーンで首都直下地
震の発災から避難までの流れを体験する学習ツアーや
オペレーションルーム等を視察しました。
　次に、有明客船ターミナルから水上バスで臨海部お
よび墨田川リバーサイトの美しい庭園風の隅田川テラ
スを視察しました。
　次に、両国船着場から徒歩で横網町公園に移動し、
大正11年東京市は陸軍被服廠の移転に伴い跡地を買収
し、公園の造成を進めていた最中に関東大震災が発生
し、その時この周辺の人々が被服廠跡に避難しまし
たが、運び込まれた家財道具に飛び火し、約38,000人
もの命が奪われました。関東大震災による遭難者約
58,000人の遺骨と東京大空襲（昭和20年 3 月10日）な
どによる殉職者約105，000人の遺骨が安置されている

「東京都慰霊堂」と隣にある関東大震災の惨事を長く
後世に伝え、また焦土と復興させた当時の大事業を祈
念する「東京都復興記念館」を視察しました。
　第 2 部の協議会は、第一ホテル両国で開催され、都
県から提案のあった 5 項目について議論がされました。
　 1 項目の「公園緑地と防災対策」は東京都より提案
されました。都県と全てが防災協定を締結していまし

たが、発災時の人員、資機材、重機等の確保の規定が
ない県や平常時に防災訓練を行っている都県は少なく、
千葉県では毎年 9 月頃に「千葉県県土整備部震災対策
訓練」に参加し、その時県土木事務所からの出動要請
により災害対策連絡網により情報伝達訓練を行い、 9
月の台風13号の影響で記録的な大雨により茂原市の

「県立長生の森公園」が法面崩壊と倒木の被災があり、
県の出動要請により協定に規定されている施工業者が
災害応急復旧工事を実施したことなどを報告しました。
　 2 項目の「県庁等の造園技術職員の採用状況」は山
梨県から県に要望したいということで提案されました。
都が毎年度 5 ～12名程度採用している以外に採用枠を
設けている県はありませんでした。
　 3 項目の「除草剤の使用」は千葉県から緑地や道路
等に除草剤を使いたいと県に要望するため、都県の使
用実績を知りたいために提案しました。直近 3 年間で
県道の中央分離帯や歩車道境界ブロック付近での試行
的な除草剤の使用が埼玉、茨木、山梨、群馬でありま
した。
　 4 項目の「働き方改革への支援」と 5 項目目の「委
託業務のＪＶ発注」は都から提案されましたが、資金
面での支援、税の軽減などは都以外ありませんでした。
また、全ての県がＪＶ発注の可能性はないとのことで
した。
　第 3 部懇親会では、都県の話題・トピックスなどに
ついて話され、千葉県の伊藤会長が県立公園工事の発
注見通しでは、 7 割以上が土木一式工事などの他工種
で入札に参加できないため、 8 月県立公園のある 7 つ
の土木事務所に「公園工事における造園工事発注の拡
大」の要望活動を行い、その後、他工種から造園工事
に変更して発注する案件が見られるようになったこと
や「千葉県造園技能検定推進委員会」が今年度50周年
を迎え、記念誌の発刊を10月末、記念祝賀会を11月開
催に向け準備を進めていることなど話されました。
　なお、次回の開催は長野県になります。

東京都慰霊堂前集合写真 協議会全体会議


